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ペットフードの輸入手続きフロー

♦衛生証明書　♦分析証明書　♦原産地証明書

農業省の輸入推薦状

の発行

安全確認書の発行

輸入申告

検疫所にて検疫検査

検疫書類の準備

検疫の申請

推薦状の申請

農業省の輸入推薦状

の申請

申請書類の準備

＜輸入申請開始までにそろえておくべき許認可等＞

♦ペットフード輸出国／輸出事業所としての認定

♦一般輸入業者事業者番号（API-U）として有効な事業者基本番号

（NIB）
輸入申請の開始

♦最低資本金

♦納税者番号（NPWP）、VAT課税業者登録（PKP）

許可要件の確認
要件満たさない

♦輸出者の原産国における事業所登録

♦倉庫登録証（TDG）

■事前通知（Prior Notice）

■分析証明書

■動物検疫証明書

■ API-Uとして有効なNIB

■NPWP

■会社代表者の身分証明書

■会社の設立証書と直近の会社定款変更証書

■蔵置場を占有している旨の説明書とその証明書類

■施設番号（NKV）と蔵置場の評価結果

■州政府からの推薦状

■原産国の認定試験所が発行した分析証明書（Certificate of Analysis）

■原産地証明書（Certificate of Origin）

■原産国の当局が発行した衛生証明書（Veterinary Certificate）

■ハラール認証（あれば）

■輸入推薦状に関わる法的問題を抱えていない旨の証明書

■提出した書類が正しく、正当である旨の誓約書
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